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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 
令和７年度足立区地域保健福祉推進協議会 

第２回介護保険・障がい福祉専門部会 

（足立区地域密着型サービスの運営に関する委員会） 

事 務 局 
小峯介護保険課長  半貫高齢者施策推進室長 

長門障がい福祉課長  高橋障がい福祉センター所長 

柳瀬障がい援護担当課長  荒井社会福祉協議会事務局長 

岩松介護保険課介護保険係長 

開催年月日 令和７年１１月４日（火） 

開 催 時 間 午後２時００分開会～午後４時００分閉会 

開 催 場 所 すこやかプラザあだち 大研修室Ｎ 

出 席 者 

石渡和実部会長   白石正輝委員    佐々木まさひこ委員 

さの智恵子委員   長沢興祐委員    横田ゆう委員 

山下俊樹委員    倉田 聡委員    加藤章子委員 

鵜沢 隆委員    橋本飛鳥委員    細井和男委員 

小鮒裕美委員    加藤仁志委員    柳川富士雄委員 

佐藤奈緒委員    鈴木真理子委員   伊東貴志委員 

馬場優子委員 

欠 席 者 
酒井雅男副部会長  山中崇副部会長  福岡靖介委員 

山根佳代子委員   茂木聡直委員 

会 議 次 第  別紙のとおり 

資 料 

【資料１】地域密着型サービス事業者の新規及び更新指定について 

【資料２】「（仮称）足立区認知症とともにいつまでもこのまちで条例（案）」 

     のパブリックコメントの実施結果について 

【資料３】地域包括支援センター関原の移転および名称変更について 

【資料４】「介護の日」のイベント実施について 

【資料５】令和７年度あだちの介護保険（令和６年度実績）について 

【資料６】令和７年度地域密着型サービスの整備・運営事業者の公募結果につ 

     いて 

【資料７】足立区ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した障がい者支援機能の運用 

     開始について 

【資料８】令和７年度「第４４回足立区障がい者週間記念事業」の実施につい 

     て 

そ の 他 
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（事務局） 

 皆様こんにちは。 

 定刻でございますので、ただいまから令和

７年度第２回足立区地域保健福祉推進協議

会、介護保険・障がい福祉専門部会を始めさ

せていただきます。 

 本日は、お忙しい中御出席いただきありが

とうございます。 

 私は、本日の司会進行役を務めます介護保

険課介護保険係の岩松と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の資

料を確認させていただきます。 

 まず席上配付資料といたしまして、介護保

険・障がい福祉専門部会委員名簿、本日の会

議次第、席次表、資料１の追加資料として、

地域密着型サービスの運営に関する委員会

資料、お送りしております資料２の差し替え

としまして、「（仮称）足立区認知症ととも

にいつまでもこのまちで条例（案）」のパブ

リックコメントの実施結果について、資料２

の追加資料として、提出された意見の概要及

び区の考え方、資料３の別添資料といたしま

して、クリーム色の表紙のあだちの介護保険

でございます。 

 次に、事前にお送りしました資料の確認を

させていただきます。 

 本日お持ちでない場合には、事務局に用意

してございますので、お申しつけください。 

 資料１「地域密着型サービス事業者等の新

規及び更新指定について」、資料２「「（仮

称）足立区認知症とともにいつまでもこのま

ちで条例（案）」のパブリックコメントの実

施結果について」、資料３「地域包括支援セ

ンター関原の移転および名称変更につい

て」、資料４「「介護の日」イベントの実施

について」、資料５「令和７年度あだちの介

護保険（令和６年度実績）について」、資料

６「令和７年度地域密着型サービスの整備・

運営事業者の公募結果について」、資料７「足

立区ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した障

がい者支援機能の運用開始について」、資料

８「令和７年度「第44回足立区障がい者週間

記念事業」の実施について」となります。 

 資料につきましては以上でございますが、

よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまから専門部会を始めさ

せていただきます。 

 なお、専門部会設置細則第４条第２項によ

り、この専門部会は過半数の委員の出席によ

り成立いたします。今回、過半数に達してお

りますので、会議は成立しております。 

 また、この専門部会の会議録は区民に公開

することとなっております。記録の関係上、

御質問、御意見の前にお名前をお願いいたし

ます。なお、マイクをお持ちいたしますので、

挙手をお願いいたします。 

 それでは、次第を御覧ください。 

 本日の資料１の案件、地域密着型サービス

を行う事業者の新規指定及び更新指定につ

いてにつきましては、足立区地域密着型サー

ビスの運営に関する委員会設置要綱に基づ

き、足立区地域密着型サービスの運営に関す

る委員会として報告させていただきます。 

 なお、同要綱第３条で、運営委員会の委員

は専門部会の委員をもって充てることとし

ているため、まず初めに地域密着型サービス

の運営に関する委員会としてこの案件を御

報告させていただき、その後、介護保険・障

がい福祉専門部会として、その他の案件につ

いて御報告させていただきます。 

 また、本日席上に配付しております地域密

着型サービスの運営に関する委員会資料に

は、個人情報や事業所の経営状況等が記載さ

れておりますので、地域密着型サービスの運

営に関する委員会設置要綱第８条の規定に
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基づき、部会長の判断により、この案件のみ

非公開とさせていただきます。 

 また、地域密着型サービスの運営に関する

委員会資料につきましては、この案件終了

後、回収をさせていただきます。 

 それでは、これより議事進行を石渡部会長

にお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 部会長の石渡と申します。 

 皆様お忙しい中お集まりいただき、ありが

とうございます。 

 それでは、ただいまから令和７年度の第２

回足立区地域保健福祉推進協議会、介護保

険・障がい福祉専門部会を始めさせていただ

きます。 

 議題は、お手元のとおりです。 

 先ほど司会の方から説明がありましたが、

まずは足立区地域密着型サービスの運営に

関する委員会ということで資料の１につい

ての説明をしていただいた後、皆様から御意

見、御質問などをお受けします。その後で、

介護保険・障がい福祉専門部会ということ

で、報告事項について説明をしていただきま

す。 

 それでは、まず、資料の１について、介護

保険課の小峯課長から御説明をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、専門部会の報告事項に入らせて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 まず、資料の２から６までを順次御説明い

ただいた後に、皆様からの御質問、御意見を

いただきたいと思います。その後で、資料７

と８について説明いただいて、御意見をいた

だきたいというふうに思います。それでは、

まず資料の２と３について高齢者施策推進

室の半貫室長、資料の４から６については小

峯課長からの御説明をお願いしたいと思い

ます。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 着座にて失礼いたします。 

 それでは、資料２を御覧ください。 

 「（仮称）足立区認知症とともにいつまで

もこのまちで条例（案）」のパブリックコメ

ントの実施結果についてになります。 

 条例を制定していく予定だということは、

前回の部会のほうでも御案内をいたしまし

た。９月にパブリックコメントを１か月間行

いまして、３件、３人の方から御意見をいた

だきました。パブリックコメントの実施の周

知につきましては、項番２の（３）アからク

まで様々な媒体とまた機会を通じて周知を

してきたところです。３件、３人からの御意

見につきましては、別紙２－２にまとめ、載

せていただいております。いずれも条例案に

対しては前向きな御意見をいただいており

まして、これらの御意見で特に条例案につき

ましては変更するようなことはございませ

んでした。 

 今後、こちらの条例案につきましては、区

の常任委員会の厚生委員会のほうに御報告

をした後、区のホームページで区民の方々に

向けまして区の考え方を公表する予定です。 

また、条例につきましては、第１回定例会

【「地域密着型サービスの運営に関する

委員会」は非公開】 

※資料１の報告については、個人情報や

事業所の経営状況が含まれているため、

地域密着型サービスの運営に関する委員

会設置要綱第１条の規定により、非公開

となっています。 
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で条例案を議案として提出する予定で進め

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、資料３、地域包括支援センタ

ー関原の移転及び名称変更についてです。 

 地域包括支援センター関原ですけれども、

事務所は関原にありますので、包括関原とい

う名前ですが、担当している地域は梅田の２

丁目から８丁目ということで、担当地域外に

事務所があるということが、これまで課題と

なっておりました。また、その包括関原が入

っております施設ですけれども、築58年を経

過しておりまして、各設備故障や雨漏りが発

生するなど老朽化が著しいということで、移

転先を探しておりました。 

 今回、梅田の２丁目にいい物件がございま

したので、そちらに移転を予定しておりま

す。移転は令和８年３月22日の日曜日に引っ

越しをいたしまして、翌月曜日の23日から新

しいところで業務を開始いたします。 

 場所ですけれども、資料３－１に簡単な地

図を御用意しております。梅田病院の向かい

側になります。場所は移転しますが、運営し

ていただいております法人は社会福祉協議

会ということで変わりはございません。 

 この後、あだち広報、ホームページ等でも

お知らせいたしますが、担当地域の町会・自

治会の方々へも丁寧な説明を行わせていた

だき、また回覧板、掲示板での御協力もいた

だきまして、区民の皆様が迷うことがないよ

う、しっかりと広く周知をしてまいりたいと

考えております。 

 説明は以上になります。 

（石渡部会長） 

 続いて小峯課長の報告をいただいた後に、

委員の皆様から御意見をいただきます。 

（小峯介護保険課長） 

 恐れ入ります。 

 では資料４から６まで一括して御説明を

させていただきます。 

 まず、資料４です。「介護の日」イベント

の実施についてということで、こちら毎年11

月11日の介護の日に合わせまして、介護従事

者の皆様と、ボランティア活動のほうを継続

して行っていただいた方に表彰式と、あと区

役所を訪問された方に向けたイベントを実

施をさせていただいております。 

 項番１ですけれども、介護従事者永年勤続

褒賞及び元気応援ポイント事業活動褒賞表

彰式ということで、11月11日の午後２時から

４時、庁舎ホールを借りまして、足立区と足

立区介護サービス事業者連絡協議会様との

共催で実施をさせていただきます。 

 内容ですけれども、介護職員として区内に

５年以上、10年以上、15年以上勤務されてい

る成績優秀な方ということで、今年は約690

名の方に御案内をさせていただいておりま

す。記念品としては、それぞれ５年、10年、

15年で5,000円、１万円、１万5,000円の図書

カードを贈呈させていただいております。 

 また、イの元気応援ポイント事業活動褒賞

についても同日開催をさせていただいてい

まして、こちらも累計過去５年以上、10年以

上、15年以上ということで、年間30時間以上

のボランティア活動を行って、活動交付金を

申請いただいた方が、今年約60名いらっしゃ

います。 

 次のページになりますけれども、こちらの

方には記念品といたしまして、5,000円、１

万円、１万5,000円の区内共通商品券をお渡

しさせていただいております。 

 当日、少し早めの時間でございますけれど

も、正午から午後４時までの間に、介護の日

の催しを行っております。区役所中央館１階

のアトリウムで介護の日フェスティバルと

いうものを、主催を足立区介護サービス事業

者連絡協議会様に行っていただいていまし
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て、記載のような福祉用具の展示ですとか、

介護体験ですとか、見守りサービス展示等、

実施をさせていただいております。 

 また、イベント２ということで、介護予防

連携事業の「あだち脳活ラボ」のガラガラ抽

せん会も併せて実施をさせていただいてお

ります。お時間御都合つくようであれば、ぜ

ひ御参加、御覧いただけるとありがたいと思

っております。 

 資料４につきましては以上でございます。 

 続いて、資料５です。 

 こちらは令和７年度あだちの介護保険（令

和６年度実績）についてということになりま

す。こちらについては、本日別紙でお配りし

ているクリーム色の「あだちの介護保険」、

こちらの冊子としてまとめさせていただい

ております。詳細はこちらのほうを御確認い

ただければと思うんですけれども、毎年実

施、実績ということで作成をさせていただい

ているものになります。 

 資料５のほうには、その中からピックアッ

プさせていただいた内容を記載をさせてい

ただいております。項番１の65歳以上の被保

険者につきましては、令和５年度と比べまし

て602名の減少ということになっておりま

す。一方で、要介護・要支援を受けていらっ

しゃる方については、525名増加というとこ

ろになっております。 

 次のページでございます。 

 項番２番、保険給付状況でございますけれ

ども、こちら介護サービスを受給されている

方は、前年度比497名の増ということで、３

万2,673名で、保険給付費のほうは623億円余

というところで、昨年度よりも25億円余、約

4.2％の増というふうになっています。 

 主な増理由といたしましては、足立区のほ

うでは特別養護老人ホームの整備というと

ころでどんどん特別養護老人ホームを増や

している中で、昨年度、令和６年度中にオー

プンをしたところが２か所ございましたの

で、そちらに入られている方の利用額等が伸

びているというところでございます。 

 資料５については、簡単でしたが以上でご

ざいます。 

 資料６でございます。 

 資料６につきましては、先ほど皆様から御

審議いただきました地域密着型サービスの

新規更新の話でございますが、こちらは同じ

く地域密着型サービスの整備・運営事業者の

公募結果でございます。こちらにつきまして

は、今年度、六町の国有地を活用した地域密

着型サービスの整備・運営事業者の公募を実

施してまいりました。今回はその結果の御報

告でございます。 

 結果につきましては、項番２番ですが、残

念ながら御応募いただけなかったというこ

とで、公募を終了させていただきました。 

 理由として、事業者の方からヒアリングを

させていただいたところ、やはり国のほうが

事業を決定した後でないとこの土地の貸付

料というのをお示しできないというふうに

言われていることですとか、あとは貸付相手

が社会福祉法人のみが対象だったというと

ころ、対象が少しやや狭かったかなというと

ころもありまして、その辺を国のほうにも何

とかならないでしょうかということで確認

をさせていただいたんですが、やっぱりそれ

はできませんということで、認められなかっ

たというところでございます。 

 今回は、認知症対応型共同生活介護、グル

ープホームですとか小規模多機能型居宅介

護、こちらのサービスを提案していただいて

いる事業所を募集させていただきました。こ

ういったサービスというのは引き続き足立

区でもまだまだ需要があるサービスとなっ

ておりますので、９期の介護保険事業計画で
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すとか、場合によっては10期等になってくる

かもしれませんけれども、そういったところ

で活用はできないか、整備のほうも計画的に

進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 資料６については以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 それでは、今までの御説明について、何か

御質問、御意見ある方はお伺いいたします。

順序はお聞きのところからで結構です。 

（白石委員） 

 １つ、簡単な質問ですけれども、資料４の

ところに介護の日のイベント実施がありま

すが、介護従事者には図書カードを渡すと、

ボランティアの対象者には区内共通商品券

を渡すという形で２種類出ているんですね。

図書カードというのは、今非常に使いにくい

です。私が住んでいる西新井町に図書、本屋

さんないんですよ。本を買いに行くには花畑

のところまで買いに来ないと本屋さんがな

い。図書カード配ったって使い勝手が非常に

悪い。そういう意味では、区内共通商品券に

すべきだというふうに思いますが、なぜ図書

カードにこだわるんですか。 

（小峯介護保険課長） 

 御質問ありがとうございます。 

 こちらにつきましては、我々としまして

も、区内商品券も検討させていただいたとこ

ろでございますが、やはり従事をされている

方が、足立区にお住まいの方もいらっしゃれ

ば、足立区外にお住まいの方も多数いらっし

ゃるということで、そうなってくると、区内

商品券だと逆に使いづらいというようなお

声などもいただいていることから、どこでも

使える図書カードを対象とさせていただい

ているところでございます。 

（白石委員） 

 言っていることは分からなくはないんで

すよ。ただ、一般的に、働いている人たちが

本屋さんで図書カードを使うということは

非常に難しい、そういうことに今なっている

わけですよ。西新井にも興野にも昔はたくさ

ん本屋さんあったの。今一軒もないんですか

ら。花畑まで来ないと本買えないというよう

な状況で、図書カードをもらっても使い勝手

が非常に悪い。私は、自民党では区内商店を

振興するためにということで、区内商品券の

利用というのは広く皆さん方に求めている

わけね。 

 今言うように、足立区に住んでいない人は

困っちゃうよねというのならば、本人に確か

めて、足立区に住んでいない人は図書カード

のほうがいいよというのなら図書カードで

もいいけれども、足立区に住んでいる人は図

書カードを使いにくい。足立区に住んでいな

くたって本屋さんないんですから、もうほと

んど。それが今大きな社会問題になっている

わけですよね、本屋さんがなくなっているの

が。それなのに、図書カードに固執する理由

がどうしても分からない。もう一度検討する

気はないんですか。 

（小峯介護保険課長） 

 御質問ありがとうございます。 

 一度、昔はそれが区内商品券だった時代も

あったというところでございまして、そのと

きに、逆の御意見をいただいたので、今現在

は図書カードに変更させていただいたとい

う経緯がございます。そのあたり、今現在ど

ういったものが従事者の方にとってよろし

いのかというところは、もちろん検討する必

要があるかと思うんですが、今のところ、図

書カードでやらせていただきたいなという

ふうな思いでおります。 

（石渡部会長） 

 佐々木委員、どうぞ。 
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（佐々木委員） 

 足立区議会議員、佐々木でございます。 

 私のほうは、「（仮称）足立区認知症とと

もにいつまでもこのまちで条例（案）」のパ

ブリックコメントについてお伺いさせてい

ただきます。 

 この条例の名前ですが、いつまでもこのま

ちで条例というそのフレーズ、非常にエッジ

の効いた条例案、条例名になっていますけれ

ども、これに込められた区の思いというのは

どういったところにあるんでしょうか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫からお答えい

たします。 

 これまでも認知症の施策についてはいろ

いろと行ってまいりました。その中でも、こ

の言葉、いつまでもこのまちで、足立区でと

いうことは、皆さんにお伝えしながらこの内

容を進めてきたところです。認知症になった

方がこの足立区で自分らしく過ごしていた

だきたい、また周りの方々も共に認知症の方

をサポートしながら、支えながら住んでい

く、そういった意味を込めております。 

（佐々木委員） 

 この前文のほうで、「認知症になっても「や

りたいこと」を諦めずに挑戦する意欲を持つ

ことができるまち、そしてその家族等も安心

して住み続けられるまちの実現を目指し」て

というふうに書いてありますので、そういっ

たところを目指してということだろうとい

うふうに思いますので、そういう足立区らし

い認知症の方々に対する様々な施策が進ん

でいくことを望んでおります。 

 資料の２－２、裏面のほうですけれども、

非常にすばらしい御意見が書かれているな

というふうに感じたところなんですが、古い

認知症観を捨て、新しい視点に基づいた意識

変革を行うべきであるというようなことと

か、行動心理症状（ＢＰＳＤ）を「言葉にな

らないＳＯＳ」として捉えて、科学的根拠に

基づいたケアで対応すべきだというような

こととか、非常に示唆に富んだパブコメをい

ただいているところでございます。 

 私のほうから、このＢＰＳＤに対してどう

いったケアをというところで、認知症ケアプ

ログラムを区が実施していることはよく存

じております。 

 これはどちらかというと介護事業者で介

護する、その事業者の方々が基本的にはこの

プログラムを使って介護を受ける側の様々

なものを受け止めながら、しっかりとケアし

ていくというプログラムで、これが認知症の

方の興奮とかそういったことを引き起こさ

ない非常にいい取組だということで、今進ん

でいることは存じているんですけれども、こ

の認知症ケアプログラムの事業自体は、どち

らかというと介護事業者に特化したもので

ありますので、介護する人というのは、あと

は家族もいるし、そのほかにもいらっしゃる

わけで、うちの党としても提案させていただ

いたユマニチュードという、フランス発祥の

ケア技術ですね。相手をそのまま受け入れ、

あなたを大切に思っているよということを

伝えるための技術、そういったことも使って

いってはどうかという提案をさせていただ

いたことがございますけれども、そういった

研修とか、そういったものを介護事業者だけ

ではなくて、家族をやっぱりそこに巻き込ん

でいかなければ、とてもできないものですか

ら、家族の大切さということも含めて、こう

いったところに入れ込んでいただければな

というふうに思っておりますが、いかがでし

ょうか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長です。 

 以前、ユマニチュードにつきましては御提
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案をいただきました。今、まだ大々的には取

組みはできてはいないところですが、家族の

方が集まっている、そういった場でこのユマ

ニチュードについて御説明をして、こういっ

た形でお声かけをというようなことではお

話を始めているところです。 

 この条例ができましたら、今後は認知症の

計画もつくってまいろうかと思っておりま

すので、その中ではそういったことも含めて

発展できるような形で取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

（佐々木委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（白石委員） 

 独りでやるわけにはいきませんから、すぐ

渡しますけれども、認知症については、今も

介護度は３ですか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 はい、３です。 

（白石委員） 

 このことを何で聞くかというと、私は３年

間認知症の母親を介護していた。約１年、寝

たきりになった父親の介護もしました。寝た

きりになると、父親は介護度５なんですね。

認知症だと３だと施設に入れないんですよ。

ところが、認知症の３のほうが寝たきり５に

なった父親より手間がかかる。介護に大変な

思いをする。なぜ認知症が介護度が上がらな

いのか。このことは何回も言ってきたんです

が、このことについて、区で何とかしろとい

ったってなかなかできませんから、何とか区

のほうから認知症の重い人を見ているのは

寝たきりよりもずっと大変だということを

言ってほしいんですが、いかがですか。 

（小峯介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 そうですね、委員がおっしゃるとおり、確

かに要介護５の寝たきりの方よりも要介護

３でまだ御自身でいろいろ徘回をしたりと

か、動けるような方だけれども、ちょっと大

変な対応が必要だというところで、実体験も

交えてお話をされたというのは、我々として

も認識はしているところです。一方で、この

要介護度を決めさせていただくための基準

というのは国のほうで統一的なものとして

定められており、どれだけ介護の手間が必要

かというところで基準を定められていると

ころです。国の基準はまた計画のタイミング

等でいろいろ改正をされてくるわけですが、

今、白石委員がおっしゃっていただいた内容

については、こういった御意見があるという

ところは我々のほうからも声は出していき

たいなとは思いますけれども、実際そうなる

かというところまでは、すみません、私ども

のほうでちょっとコントロールは難しいか

なというふうには考えております。 

（白石委員） 

 うちの母親はアルツハイマー型の認知症

だったんですね。ちょっと目を離すとどこか

行っちゃうんですよ。どこか行ったら帰って

これない。家族中全員で探さなくちゃいけな

いんですね。そういう意味では、家族にかか

る負担というのは大変なんですから、これを

ぜひ理解してほしいというふうに思います。 

 そういう意味では、区のほうから国のほう

に、私どもも話はできるだけしますけれど

も、区のほうからもぜひ話を進めてほしい

と。３では施設入所は絶対できませんから。 

（石渡部会長） 

 さの委員、お願いします。 

（さの委員） 

 区議会議員のさのでございます。 

 １点だけ、地域包括支援センター関原が移

転されるということで、うれしいところもあ
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るんですけれども、名称が関原ということ

で、間違えて関原の方が行ってしまうという

こともございましたので、梅田になるという

ことではよかったなと思っているんです。た

だ場所について、ちょっと私も現地分かるの

で見たんですけれども、築40年、58年から40

年ということで、少し残念感もあるんです

ね。ここ、２丁目から８丁目って結構梅田も

広いですので、できれば梅島の駅近くのほう

がよかったかなという気持ちがございまし

て、ここになった理由等について教えていた

だけますでしょうか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 物件をいろいろ梅田地域内で探しまして、

築40年、確かに58年から40年ということで、

若干不安を抱かれる方もいるかと思うんで

すが、広さ、スペース、あと立地ですね。今

までは非常に分かりにくいというところも

ありましたので、駅から少し距離があるんで

すけれども、比較的分かりやすいというとこ

ろでこちらの物件を決めたという次第にな

っております。 

 元は食品を扱っているお店だったんです

けれども、内装の方を大家さんがやってくだ

さっていますので、比較的きれいになると思

っております。 

（さの委員） 

 最後に要望なんですが、梅田８丁目複合施

設に梅田図書館が移転した後は、複合施設を

区で使うということも聞いておりますので、

できれば今後、高齢者の方が増える中ですの

で、そういう新しくできるところに、今回内

装もしてしまうので、費用対効果等々もござ

いますが、あそこに移るんじゃないかという

うわさが少しあるぐらい皆様楽しみにして

いたところもありますので、今後また高齢者

が増えていく中で、しっかりと適材適所とい

うか、いい場所にということも要望させてい

ただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 包括なんですけれども、今年度からプロポ

ーザル方式で事業者さんを決めています。事

業者が変わるたびに包括の場所が変わると

いうことも、やはり区民の方にとっては分か

りにくくなってしまいますので、なるべく区

の施設に入れていくという方針を持ってご

ざいますので、今後、様々な機会を捉えて区

の施設に入れるように努力してまいります。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 ほかにここまでの報告について何かござ

いますか。どうぞ。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 認知症条例についてちょっと意見を何点

か述べさせていただきたいと思います。 

 このパブリックコメントの２番目、認知症

以外でも様々な障がい等を持つ方の声を聞

く場が必要と考えるということで御回答あ

りましたけれども、こういう条例をつくった

り、何か政策を練るときには、やはり当事者

の意見を聞く、このケースでいえば認知症の

方、それから家族の方、そういう方からきち

んと、しっかりと意見を聞いて進めるという

ことが重要だと思うんですね。 

 これについて、やはりきちんと条例でも定

める必要があるかなというふうに思ってい

まして、例えば世田谷区ではもう令和２年に

条例ができているんですが、ここでは区の責

務として、区は認知症施策の実施に当たり、

常に本人の視点に立ち、本人及び家族の意見

を聞かなければならないということをきち

んと定めているわけですね。そういったこと

をやはり盛り込むべきではないかなという

ふうに１つ思っております。 
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 そしてもう一つは、区民の参加ということ

で、区民がやっぱり何か支援をされるとい

う、そういうだけではなく、区民が参加して

いくという、そういった条例にしていただき

たいなというふうに１つは思っております。 

 これも世田谷区の例で、他にもいろいろあ

るでしょうけれども、例に取らせていただく

と、本人は、区民等の認知症に対する理解を

深めることができるよう、自らの意思により

自らの体験、考え、意見等をその家族、本人

と日常生活において密接な関係を有する者、

そしてその他の区民に発信するように努め

るものとするということで、認知症の方と家

族が自らも発信できる、そういったことをや

はり考えていただきたいというふうに、盛り

込んでいただきたいということがあります。 

 それからもう一つは、地域団体の役割とい

うことがあると思うんですね。白石議員から

もありましたように、街の中に認知症で出て

しまった、そういう場合もあるわけです。で

すから、地域の役割というのが、例えば町会

ですとか、自治会ですとか、商店街ですとか、

企業ですとか、そういう方たちもこの認知症

について認識を高めて関わっていくという、

そういった役割を果たしてもらいたいとい

うふうに思います。やっぱり地域で家族・本

人が安心して暮らせるためには、住民相互の

助け合いですとか見守りが非常に大切にな

ってくると思いますので、そういったことを

やっぱり盛り込んでいただきたいというふ

うに思うんですね。 

 それから、区の役割として、やっぱり地域

づくりを一緒に進めていただきたいという

ことがあります。これも世田谷区の例ですけ

れども、区は、本人及び家族等が住み慣れた

地域で安心して自分らしく暮らし続けるこ

とができるよう、地域団体、関係機関及び事

業所と連携し、見守り活動及び緊急時におけ

る支援などを行うための体制の整備等を推

進するものとするというものが盛り込まれ

ているんですね。こういった視点で、当事者、

家族、そして区と、それから事業者の役割だ

けでなく、やはり町ぐるみで認知症になった

方、家族を支えるための条例として、もう少

し御検討いただきたいと思います。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫からお答えい

たします。 

 まず、認知症の方や家族の意見を聞くよう

にということを盛り込むべきというお話で

すけれども、世田谷区の条例を参考にされて

いるようなんですが、世田谷区の条例は、認

知症基本法が施行される前の条例でござい

ます。認知症基本法、令和６年１月１日に法

が施行されまして、もうその法の中で都道府

県等に関しては認知症の方、認知症の人及び

家族とも意見を聞くように努めなければな

らないということで、既に決まりがございま

すので、あえて今回条例の中にはそういう文

言は入れておりません。それ自体がもう法と

してやるべきことというふうに示されてお

りますので、条例の中には入れておりませ

ん。 

 今回この条例を作成するに当たっても、認

知症の方御本人、それから御家族からも御意

見をいただいた上で条例案を作成いたして

おります。 

 それから、社会参加ということでお話あり

ましたが、社会参加については、条例案の第

４条の（４）にもございます。また、新しい

認知症観でも、認知症の人が社会参加、自分

のできることをやっていくというところは

言われておりますので、そこについてはきち

んとやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 先ほども申し上げましたが、この条例で全
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てではなく、条例ができた後、来年度は、そ

れぞれ認知症の計画をつくりまして、細かい

施策についてもそこで計画立てて進めてい

きたいというふうに考えておりますので、具

体的にはその計画の中で入れていきたいと

いうふうに考えております。 

 また、３つ目の御質問の地域団体の役割と

いうことですが、今現在も企業等含みまして

認知症の研修ですとか受講をしていただい

ております。こちらにつきましても、条例の

第３条の（５）教育、雇用、保健、医療、福

祉、地域づくりその他の各関連分野における

総合的な取組としてというところでうたっ

ております。 

 また、第４条の（４）のところにも、認知

症の人の社会参加につながるための取組及

び環境整備に関する施策として、区の責務と

しても挙げておりますので、地域の方々、ま

た企業も交えて取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

 それから４点目、区の役割、地域づくりを

一緒に進めてほしいということですが、こち

らも区の責務として今申し上げた社会参加

のところもございますが、第４条の（８）に

も記載があるとおり、認知症の人及びその家

族等が地域で安心して暮らせるために必要

な政策については区のほうとしてももちろ

ん進めてまいりますので、区全体、行政だけ

ではなく、区民の方も、それから企業も、皆

さんで認知症について取り組めるような雰

囲気づくりも始め、進めていきたいというふ

うに考えております。 

（石渡部会長） 

 ごめんなさい、今の事務局の回答につい

て、私の個人的な意見なんですけれども、国

の認知症基本法は非常に高い理念ですばら

しいものだと思いますけれども、国の法律に

書いてあるから区の条例に書かないという

ことはないと思います。いろんな条例が各地

でつくられていますけれども、やっぱり条例

は自治体としての方針を明確にするという

意味で、今の時代に踏襲したいというような

ところを明記しないというのは、私は非常に

納得できません。意見です。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 半貫です。 

 ちょっと私の言葉が足りなかった部分も

あるんですが、確かに意見を聞くようにとい

うことをこの条例案に盛り込むかどうかと

いうのは、もちろん私たちとしても議論はい

たしました。いたしたところなんですが、法

にもあるし、それは当たり前のことだという

ことで、すみません、今回はあえて載せては

いないところです。 

（石渡部会長） 

 私はその認識がおかしいというふうに思

います。 

 今、たとえば子供の声を聞くみたいなこと

はもう国全体の方向として出ていますし、や

っぱり当事者抜きの当然のことみたいな発

想というのはおかしいと私は思います。すみ

ません、意見ですので。 

（石渡部会長） 

 今日はほかにも議題があるので、今までの

説明に関してぜひ御発言という方がいらっ

しゃればお願いをしたいと思います。 

 どうぞ。 

（横田委員） 

 今言われました法律ができたから、基本法

ができたから、もうそれは当然だということ

ではある、そういう認識ではあると思います

けれども、やはり一般の区民がその条例を見

たときにどう理解するかということでは、基

本的なこともやはり盛り込まなければいけ

ないというふうに私も考えます。ぜひ御検討

をお願いします。 
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（半貫高齢者施策推進室長） 

 はい。御意見ありがとうございます。 

（石渡部会長） 

 あと、基本的なことだからではなくて、や

っぱり条例は自治体としての理念を示すも

のだと思いますので、自治体としてどのよう

に思っているかということについては明記

すべきだと私は思います。以上です。 

 それでは、お願いします。 

（鈴木委員） 

 すみません、友の会の鈴木と申します。 

 勉強不足で、もしかしたら変なことを話す

かもしれませんが、この資料２－１の第５

条、区民の役割のところに、認知症に関係す

る正しい知識を持ち、その理解を深めるよう

努めるものとするの「正しい知識」はどこを

見ると載っているのかと。よくテレビでは、

認知症の方に怒ってはいけませんとか、そう

いう情報とかぽつぽつとは聞くんですけれ

ども、実際家族がなっているわけではないの

で、お医者さんからこういうふうにしてくだ

さいねとかというのを聞いたこともないの

で、この「正しい知識」というのはどちらか

に掲載されるのか、どこかを見ると分かるの

かというところをお尋ねしたいなというか、

どうなんだろうと思って発言させていただ

きました。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 正しい知識という内容をこの条例案には

記載をしてはいないです。正しい知識という

のは、認知症になったら何もできなくなる、

何も分からなくなるということではなくて、

できることはある。できなくなることもある

けれども、できることもある。なので、認知

症の人ができること、やりたいこと、そうい

ったことをこの住み慣れた地域で仲間とつ

ながりながら希望を持って暮らしていける、

満足しながら暮らしていける、そういった考

え方を言っております。 

（石渡部会長） 

 今の御説明に関して何か補足事ありまし

たらお願いします。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 今私が言った内容について、そういった細

かいことは書いていないんですけれども、こ

の第５条そのものがそうで、誰もが認知症に

なる可能性もあるということ。それから、認

知症の人及びその家族が安心して暮らせる。

そういった正しい知識を持ちということに

なります。細かい詳細については記載があり

ませんが、誰もが認知症になる可能性がある

ということを分かってくださいというとこ

ろです。 

（石渡部会長） 

 よろしいですか。 

 私も正しい知識というような曖昧な表現

ではなくて、それこそパブリックコメントの

意見にも出ていますけれども、認知症の基本

法にも書かれているような新しい視点みた

いなのを明記すべきだというふうに改めて

思います。意見です。 

 ほかにここまでの御意見について何か。 

 どうぞ、加藤委員。 

（加藤委員） 

 足立区ろう者協会の加藤と申します。 

 ただいまのお話ですが、障がい者の立場で

いうと、私たちは耳は聞こえません。皆さん

が話す声を聞くことはできません。常識的な

話もやっぱり入らないこともあります。知識

も入らないことが多いですね。聞こえる人か

らするとちょっと不思議に思うことがたく

さんあると思います。文章が書けないのかと

思われることもあります。手話は目で見る言

葉なんですね。ただ日本語ではない。文法が

違うこともあります。これは特にポイントで



13 

 

すね。いろいろそのポイントを示していただ

きたいと思います。知識ないという、何も分

からないというふうに思われがちですけれ

ども、やっぱりポイントを突いた提示をして

いただければと思います。 

 言葉がない、欲しいということを、例えば

お金が欲しいということがあるとすれば、そ

れがなぜなのかということまで理解する、情

報を得ていただくことが大切かと思います。 

例えば、盗むということは、昔はお金ない

から泥棒は当たり前という考え方が、やっぱ

り盗むという考え方もあったかもしれませ

ん。そういったところでは、もっと具体的に

教えていただくと、全てが分かってくると思

います。細かく提示していただかないと、聞

こえないということは、情報も入りません

し、分からないんですね。 

 私の場合は、いろいろ勉強しまして理解が

大分進んでおりますが、ただ、聞こえない人

の中にはそういったところではなかなか文

章では伝わらない部分がありますので、やっ

ぱり文字だけでは、文章だけでは伝わらない

部分があります。そうすると孤立します。自

分で我慢してしまうということも起こりま

すので、やはりそういったところでは具体的

な提示が欲しいと思います。 

 聞こえる方は日本語と手話は同じだと思

っていらっしゃると思うんですが、そうでは

なくて、日本語と手話は違うんです。絵を見

るというか、何というんですかね、絵ではな

いんですが、やはりそういったところでは手

話と日本語とは違いますので、どうしてもち

ょっと話がずれてしまうことがありますの

で。ですので、せめて障がい者に対しては、

やはり何かもっと具体的な提示が欲しいな

ということを思います。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 加藤委員、ありがとうございました。 

 こういう条例とかもできても、市民にどれ

くらい認知されているかというのは非常に

低いというような調査結果なども出てきま

すので、やっぱり法律にあるからとか、やっ

ぱり障がいがある方なんかの場合は、理解し

ていただくための何か特別な方策というの

はぜひ必要だと思いますので、そのあたりも

御検討いただければと思います。ありがとう

ございました。 

 それでは、もしほかに何かおありの委員の

方は事務局に直接お願いをするということ

にさせていただいて、次の予定をしていただ

いている資料の７について、障がい福祉課の

長門課長、それから資料８については障がい

福祉センターの高橋所長から御説明をお願

いをしたいと思います。 

（長門障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長、長門から、資料７、足立

区ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した障が

い者支援機能の運用についてということで、

御報告のほうさせていただきます。 

 障がい者の方の福祉に関する情報、これが

なかなか見つけにくいという御意見もあり

まして、ＬＩＮＥのほうを活用して、障がい

福祉情報を検索できるというような機能の

運用のほうを、今回開始をいたしました。 

 １に開始時期がありますが、これはもう10

月31日午前10時に運用を開始しまして、足立

区のＬＩＮＥのほうを登録している方につ

いては、全員にこういった障がい者のシステ

ムが新たに加わりますよということで、その

日の正午に一斉に案内のほうをさせていた

だいたところでございます。 

 ２番は、その支援機能のイメージ図を記載

させていただきました。 

 ３番ですが、一体どんなことができるのか

というと、大きく言うと３点ございます。 
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 １点目が、障がい福祉情報の検索機能とい

うことで、障がいの身体であるとか知的とか

精神であるとか、そういう種別を入力してい

ただくと、分野を選択することでそのサービ

スのほう、例えば手当であるとか公共料金の

減免であるとか、そういうようなことを案内

するホームページを誘導するような形でご

ざいます。 

 ２点目が、福祉サービスの事業所を検索で

きる機能。これは、スマホのほうで位置情報

というのを持っていますので、その位置情報

を活用して、近隣の事業所を表示できるとい

うものでございます。 

 ３点目ですが、お知らせ配信機能というこ

とで、手帳の情報であるとか生まれ年月、こ

れを登録していただくことで関連する情報

を受信できるということで、例を幾つか記載

させていただきましたが、ＡＤＡＣＨＩ障が

い者アート展、これは今月の28日から来月４

日まで行いますが、こういったものの御案内

を一斉にしたり、障がい者のサービス等受給

者証の更新案内、これも切れる前の３か月前

程度に御案内のほうを差し上げてあります

ので、それを忘れずに提出してくださいねと

いうようなことであるとか、そういったこと

がプッシュ通知でできるようになってくる

ものでございます。 

 裏面の４番のほうをお願いいたします。 

 どういった画面構成なのかというのは、も

う今も利用を開始されていらっしゃいます

が、検索機能のイメージ図のほう、展開図の

ほうを記載させていただきました。 

 ６番の今後のスケジュールでございます

が、11月10日号のあだち広報で周知のほうを

図っていくとともに、ＳＮＳであるとかホー

ムページの掲載、また周知用のカードを今現

在作っておりますので、今度新しい障がい者

のしおり2025年版が来月には発行できる予

定でございますので、その際に周知カードを

作って配付して、周知に努めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 私のほうからは以上です。 

（高橋障がい福祉センター所長） 

 私のほうからは、資料８、令和７年度「第

44回足立区障がい者週間記念事業」の実施に

ついてのお知らせでございます。 

 障害者基本法が定めます障害者週間、12月

３日から９日でございますが、これに合わせ

て足立区として障がい者の自立と社会参加

の意欲向上、区民理解の向上と啓発を目的と

して実施するものでございます。毎年実施し

ておりまして、今回が44回目でございます。 

 概要は１のところなんですが、２点ありま

す。庁舎ホールでの行事と、アトリウムでの

作品展という形です。 

 まず１点目、庁舎ホールでございますが、

ｅスポーツ関係者による体験談等という形

で、今年はそういったテーマを考えていま

す。ｅスポーツというのは、バーチャルスポ

ーツで、いわゆるデジタル技術を活用してオ

ンラインで対戦するようなスポーツのこと

でございます。そういうようなスポーツもあ

りますので、障がいの方も参加できるという

ところで、今回は視覚障がいの方がこういっ

たバーチャルのものについての体験を話し

ていただくという取組になっております。 

 その次のふれあい発表会は、各団体さんに

よるダンス発表等を進めてまいります。 

 続いて、アトリウムの作品展でございま

す。例年のような形で作品を公募しておりま

して、それを掲示するとともに、お楽しみコ

ーナー、いわゆる販売と体験というようなと

ころで、手話体験とか、あと有資格者による

マッサージ体験などを予定しているところ

でございます。 

 あと、記載のとおりでございますが、これ
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は実行委員会形式という形でさせていただ

いておりまして、今年度の実行委員長はここ

にいらっしゃいます加藤委員にお願いして、

ここまで進めてきたというようなところで

ございます。 

 私からは以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明について、御質問や御意

見おありの委員の方いらっしゃいましたら、

お願いいたします。 

 小鮒委員、お願いします。 

（小鮒委員） 

 足立区精神障がい者家族会の小鮒です。 

 ＬＩＮＥの公式アカウントの障がい者の

ところ確認させていただきました。こちらの

周知を11月からされているということなん

ですが、ちょっと周知の内容が分からないの

でずれているかもしれないんですが、障がい

のある方が障がい福祉に関する情報を見つ

けにくい現状というのもあるんですが、障が

いのある方の家族もまさに障がい福祉に関

する情報を見つけにくい現状があり、あと実

際に障がい者の方が登録等を自分でできな

いこともあるので、家族が登録するとか、そ

ういうことも一緒に促すというか、勧めてあ

げる告知をしていただければと思います。 

家族の方がこういうのを登録してはいけ

ないんじゃないかと思ってしまう方もいる

場合もあるかもしれないので、こういった勧

め方をぜひしていただければと思います。 

（長門障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長からお答えさせていただ

きます。 

 確かに、障がいのある方だけでなく、その

御家族の方にも当然その内容が伝わってい

くということは非常に大切だと思っており

ますので、ホームページは当然ございました

けれども、障がい者のしおりを全部読むとい

うのもなかなか難しいので、今回は自分の障

がいの種別を選択することによって、どうい

ったサービスを受けられるのかということ

を、何も分からなくてもそれをチャットボッ

ト機能を展開していくことで、受けられるサ

ービスの可能性があるということは分かる

という、そこだけでも大きな利点になってく

るのかなとは思います。そうすると、そこを

見るともう少し細かい情報をホームページ

のほうへ誘導して見ていただくような形に

はなっておりますので、そちらについては御

家族の方も見つけることができる、見つけや

すくなるようになっているんではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 よろしいですか。やっぱり情報提供の仕方

は本当に難しいのにいろいろ工夫してくだ

さっていると思うんですが、またスタートし

たらいろんな御意見が聞けるかと思います

ので、それらも踏まえてまたさらにバージョ

ンアップしていただくといいなと思いまし

た。お願いいたします。 

 あと、障がい者週間のイベントに関して

は、加藤委員がお役割を担っているようです

が、何か補足ございますか。 

（加藤委員） 

 加藤です。 

 障がい者団体のスペースでは、私は代理と

いうことですね。代理人で加藤がつかさどる

という形になっております。一応皆さんに知

っていただきたいと思っております。あくま

でも代理です。失礼いたしました。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の資料７、８関連に関しては

よろしいでしょうか。 
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 そうしましたら、本日の案件は以上で終了

となりますが、何かほかにお気づきの委員の

方いらっしゃれば、ぜひお願いをしたいと思

うんですが、まだ発言をしそびれていらっし

ゃる佐藤委員、倉田委員、柳川委員、何かあ

ればぜひお願いしたいと思いますが。特に何

かございますか。 

 では佐藤委員、お願いします。 

（佐藤委員） 

 すみません、ＬＩＮＥについては、使って

みたんですけれども、ちょっといろいろとあ

れっと思うところがあったので、細かいこと

なので、後で直接お聞きしたいと思います。 

 それから、さっき時間がないと言われたの

で、あまりお聞きできなかったんですけれど

も、いいですか。 

 資料４のところの介護の日というのが11

月11日だというのは私も全然知らなかった

んですけれども、それは何か国のほうで決め

られて11月11日ということに、曜日関係なく

このイベントをされているんですかね、毎

年。それで、なので平日なので多分参加され

る方は事業所の従事者、関係者の方とかの参

加を見込んでという催しなのかなと思うん

ですけれども。 

 それから、見守りサービスの展示とか体験

というのがあって、見守りサービスというも

のが、お部屋にじっとしていらっしゃる方の

見守りサービスなのか、先ほど白石先生がお

っしゃったような徘回される方の見守りサ

ービスなのかによって違うかなとは思うん

ですけれども、よく高齢者の方の認知症の方

の迷子になったときのためのシステムみた

いなのがあったと思うんですけれども、そう

いうものって知的障がいの人にも同じよう

なものを使えないのかなとちょっと思った

りしたことがありました。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。 

 本当、このあたりは認知症の方だけという

ことではなくて、ほかにも区民の中で生かせ

る方がたくさんいらっしゃると思うので、何

かそのあたりについてはちょっと柔軟な対

応ができるような検討をしていただけると

いいなと改めて思います。 

 柳川委員は何かあれば御発言お願いして

よろしいでしょうか。 

（柳川委員） 

 視力障害者協会の柳川です。 

 実は、先ほど障がい者週間のことやその

７、８ですか、それについて障がい福祉課長

のほうからお話がありましたが、私、はっき

り言いまして、これ理解ちょっと難しいなと

いうか、理解力に乏しいのかもしれませんけ

れども、ぜひこういうお話を今月の11日、障

害連の会議が午前中あるんですが、そういっ

たところとか、あるいは私どもの会員さんが

106名いるんですが、そういった団体のとこ

ろで説明会というのを開いていただけるか

なと思うんですが、いかがでしょうか。それ

を質問の代わりにさせてください。申し訳あ

りません。よろしくお願いします。 

（石渡部会長） 

 そういうことは可能でしょうか。お願いし

ます。 

（長門障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長です。ありがとうございま

す。 

 そういった機会を捉えて周知のほうもさ

せていただきたいと思いますので、日時等、

具体的にまた後ほどお伝えしていただけれ

ば、参加して説明させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

（柳川委員） 

 ありがとうございます。 

（石渡部会長） 
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 あと御発言しそびれている倉田委員、何か

ございますか。 

（倉田委員） 

 先ほどの条例案なんですけれども、このも

とにある基本法というのは施行になってい

るんでしょうか。 

（小峯介護保険課長） 

 はい。令和６年１月１日に施行されていま

す。 

（倉田委員） 

 それに伴って、足立区の条例でその基本法

を補完なさろうと思っていると思うんです

けれども、基本的にその基本法以外で何か具

体的な問題点がございましたでしょうか。と

いうのは、基本法を補完するための条例を作

成して、基本理念だけを何度も何度も出して

も、あまり意味はないので、具体的に問題点

があればその後に条例の補足がつくと思う

んですよ。基本理念も重要なんですけれど

も、もうちょっと問題点が出てきてから完成

させたほうがよろしいんじゃないかなとち

ょっと思いました。 

（石渡部会長） 

 では、御意見としてこの後また条例に関し

ては検討が進んでいくかと思いますので、今

のような御意見も踏まえていただく。 

 加藤章子委員、何かございましたら、どう

ぞお願いいたします。 

（加藤委員） 

 友愛クラブ連合会、加藤と申します。 

 いろんなこと、こちらで学ばせていただい

ております。 

 私はやっぱり認知症のことが気になりま

して、認知症になった方の言動を問題行動と

捉えるのではなくて、やっぱり思いや訴えが

周囲にうまく理解されないで悩んで苦しん

でいる人のＳＯＳサインだなというふうに

思っております。 

 友愛クラブでもやはりそういう取組に、何

とかみんなで取り組みたいなということは

常に語り合っておりますし、ただ、どの方に

とって何が必要なのか、何が希望なのか、生

きがいなのか、そういうことをなかなか見つ

けることができないで今模索しております。 

 また、何か対応しても、出てこられる人ば

かりじゃない、出てこられない方のほうが圧

倒的に多い現状をこれからどういうふうに

して対策していったらいいのかなというこ

とを課題として老人クラブも取り組んでい

きたいと思っております。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 加藤委員、ありがとうございました。 

 橋本委員もまだ御発言しそびれているか

らどうぞお願いします。 

（橋本委員） 

 ハピネスあだちの橋本です。今日はありが

とうございました。 

 介護の日のイベントを毎年やっていただ

いて、区の方、あと協議会の方、共催でやっ

ていただいて、本当に施設の者としては介護

職員の永年勤続、モチベーションというとこ

ろも上がりますし、施設としては元気応援ポ

イントというところで、ボランティアの方に

来ていただいて、この人が少ない中で手伝っ

ていただいて、施設運営を円滑にしていただ

いているというのが、本当にありがたい表彰

式かなと思っております。 

 本当に、金額とかではないんですけれど

も、記念品も頂けるので、本当にこれからも

このイベントは、いい日ということで、11月

11日というところで決まったそうなんです

けれども、これからも続けていっていただけ

ればと思います。ありがとうございました。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 
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 行政の委員の方以外は取りあえず御意見

お聞きできたかなと思うんですが、あとこの

ことをぜひというような委員の方いらっし

ゃいますでしょうか。よろしいですか。 

 では、事務局のほうから御報告事項がある

ということですので、お願いいたします。 

（事務局） 

 本日はお忙しい中、委員の皆様には長時間

にわたり御審議をいただき、ありがとうござ

いました。 

 今後の予定ですが、12月25日に地域保健福

祉推進協議会、令和８年２月２日に第３回介

護保険・障がい福祉専門部会の開催を予定し

てございます。 

 それでは、本日の専門部会を終了させてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。 


